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出所：厚生労働省 育児休業制度特設サイト-改正後の仕事と育児の両立イメージ



出所：厚生労働省「令和6年改正法の概要（政省令等の公布後）」5頁

小学校就学の
始期に達する
までの子を養
育する労働者
（法第17条）（法16条の8）



出所：厚生労働省「男性の育児休業取得率等の公表について」リーフレット

出所：経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」（令和6年3月）21頁



出所：経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」（令和6年3月）1４頁

出所：厚生労働省「令和6年改正法の概要（政省令等の公布後）」3頁



最後までご清聴ありがとうございました
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